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近年、雨の降り方が大きく変化

○時間雨量50mmを超える短時間強雨の発生件数が増加。
○気候変動の影響により、水害の更なる頻発・激甚化が懸念。

１時間降⽔量50mm以上の年間発⽣回数（アメダス1,300地点あたり）
＊気象庁資料より作成（気象庁が命名した気象現象等を追記） 2



「流域治水」の基本的な考え方

被害対象を減少させるための
対策
・より災害リスクの低い地域への居住の誘導
・水災害リスクの高いエリアにおける建築物
構造の工夫

被害の軽減・早期復旧・復興のた
めの対策
・水災害リスク情報空白地帯の解消
・中高頻度の外力規模（例えば、1/10,1/30な
ど）の浸水想定、河川整備完了後などの場合
の浸水ハザード情報の提供

○気候変動による災害の激甚化・頻発化を踏まえ、河川管理者が主体となって行う河川整備等の事前防災
対策を加速化させることに加え、あらゆる関係者が協働して流域全体で行う、「流域治水」への転換を推進
し、総合的かつ多層的な対策を行う。

堤防整備等の氾濫をできるだけ
防ぐための対策

・堤防整備、河道掘削や引堤
・ダムや遊水地等の整備
・雨水幹線や地下貯留施設の整備
・利水ダム等の洪水調節機能の強化

加えて

まず、対策の加速化

流域治水：流域全体で行う総合的かつ多層的な水災害対策
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「流域治水」の推進

県 ：都道府県 市 ：市町村 [ ]：想定される対策実施主体

氾濫域

①氾濫をできるだけ防ぐ
• 減らすための対策

集水域雨水貯留機能の拡大
[県•市、企業、住民]

雨水貯留浸透施設の整備、
ため池等の治水利用

河川区域流水の貯留

持続可能な河道の流下能力の
維持•向上

氾濫水を減らす

[国•県•市•利水者]
治水ダムの建設・再生、
利水ダム等において貯留水を
事前に放流し洪水調節に活用

[国•県•市]
土地利用と一体となった遊水
機能の向上

[国•県•市]
河床掘削、引堤、砂防堰堤、
雨水排水施設等の整備

[国•県]
「粘り強い堤防」を目指した
堤防強化等

②被害対象を減少させるための対策

リスクの低いエリアへ誘導／

住まい方の工夫 浸水範囲を減らす
[県•市、企業、住民]

土地利用規制、誘導、移転促進、
不動産取引時の水害リスク情報提供、
金融による誘導の検討

[国•県•市]
二線堤の整備、
自然堤防の保全

氾濫域

③被害の軽減、早期復旧•復興の
ための対策

[国•県]
水害リスク情報の空白地帯解消、
多段型水害リスク情報を発信

土地のリスク情報の充実

[企業、住民]
不動産取引時の水害リスク情報
提供、金融商品を通じた
浸水対策の促進

住まい方の工夫

[国•企業]
官民連携によるTEC-FORCEの
体制強化

被災自治体の支援体制充実

[国•県•市等]
排水門等の整備、排水強化

氾濫水を早く排除する

経済被害の最小化
[企業、住民]

工場や建築物の浸水対策、
BCPの策定

避難体制を強化する
[国•県•市]

長期予測の技術開発、
リアルタイム浸水•決壊把握

【出典：国土交通省HP 「流域治水」の基本的な考え方】

○気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、河川の流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で行う治水
対策、 「流域治水」へ転換。

○治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」に見直し、集水域と河川区域のみならず、氾濫域
を含めて一つの流域として捉え、地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対象を減少させる
ための対策、③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策、をハード・ソフト一体で多層的に進める。
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流域治水プロジェクト ～一級水系（１０９水系）、二級水系（約５００水系）で策定・公表～

○「流域治水プロジェクト」は、国、流域自治体、企業等が協働し、河川整備に加え、雨水貯留浸透施設や土地利用
規制、利水ダムの事前放流など、各水系で重点的に実施する治水対策の全体像を取りまとめたものであり、全国
１０９の一級水系、約５００※の二級水系で策定・公表（R5.3末時点）。

〇今後、関係省庁と連携して、プロジェクトに基づくハード・ソフト一体となった事前防災対策を一層加速化するととも
に、対策の更なる充実や協働体制の強化を図る。

吉田川左岸
20k9付近

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・堤防整備、河道掘削、ダム建設・再生、砂防関係施設や雨水排水網の整備 等

②被害対象を減少させるための対策
・土地利用規制・誘導、止水板設置、不動産業界と連携した水害リスク情報提供 等

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・マイ・タイムラインの活用、危機管理型水位計、監視カメラの設置・増設 等

河道掘削
（ 石狩川水系、北海道開発局）

公園貯留施設整備
（名取川水系、 仙台市）

用水路の事前水位低下による雨水貯留
（吉井川水系、岡山市）

二線堤の保全・拡充
（肱川水系、大洲市）

災害危険区域設定
（久慈川水系、常陸太田市）

住宅地盤嵩上げに対する助成
（梯川水系、小松市）

自主防災活動による畳堤設置
（揖保川水系、たつの市）

公園等を活用した高台の整備
（庄内川水系、名古屋市）

避難訓練の支援
（五ヶ瀬川水系、高千穂町）

【ポイントその①】 様々な対策とその実施主体を見える化

【ポイントその③】 あらゆる関係者と協働する体制の構築

【ポイントその②】 対策のロードマップを示して連携を推進

＜ロードマップのイメージ＞

・ 全国１０９の一級水系全てにおいて、
総勢２０００を超える、国、都道府県、
市町村、民間企業等の機関が参画し、
協議会を実施。

・ 地方整備局に加え、地方農政局や
森林管理局、地方気象台が協議会の
構成員として参画するなど、省庁横断
的な取組として推進流域治水協議会開催の様子

工程

実施主体主な対策内容区分
中長期中期短期

河川事務所、都道府県、市町村河道掘削
氾濫をできるだけ防ぐ、

減らす対策
市町村ため池等の活用

市町村浸水リスクの低いエリアへの居住誘導
被害対象を減少させる

ための対策
市町村浸水防止板設置

市町村公園を利用した高台整備
被害の軽減、早期復旧・

復興のための対策
都道府県、市町村地区タイムラインの作成

・ 目標達成に向けた工程を段階的に示し、実施主体間の連携を促進

短 期 ： 被災箇所の復旧や人口・資産が集中する市街地等のハード・ソフト対策等、
短期・集中対策によって浸水被害の軽減を図る期間（概ね5年間）

中 期 ： 実施中の主要なハード対策の完了や、居住誘導等による安全なまちづくり等に
よって、当面の安全度向上を図る期間（概ね10年～15年間）

中長期： 戦後最大洪水等に対して、流域全体の安全度向上によって浸水被害の軽減を
達成する期間（概ね20～30年間）

※河川整備計画を策定済みの水系のみ集計
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加古川水系流域治水プロジェクト 【位置図】
～県下最大流域における伝統産業・文化、暮らしを守る治水対策を推進～

＜堰改築・橋梁改築＞姫路河川国道事
務所・兵庫県

※具体的な対策内容については、今後の調
査・検討等により変更となる場合がある。

※兵庫県内では、総合治水条例(H24施行)に
基づき、河川・下水道対策、流域対策、減
災対策の取組を推進中

＜河道改修・堤防整備・護岸整備＞姫路
河川国道事務所

電気設備の高所配置等 （西脇市）

避難確保計画に基づく避難訓練（要配慮者
利用施設での避難訓練）を実施 （加東市）

AI等を活用した防災情報の構築
（スマートシティの取組） （加古川市）

和田井堰

沖田井堰

杉原川

堰改築（兵庫県）

期間放流の状況（大日池）（加東市）

施工前

施工後

津万橋

津万橋

加古川中流部河道掘削（国土交通省）
福地地区

＜ため池の治水活用＞近畿農政局、
兵庫県、全11市3町

電気設備の高所
配置

建物等の耐水（敷地嵩上げ、電気設備等の
高所配置） （西脇市・高砂市）

ＩＰＤＣ（地上デジタル放送波）を活用
した災害情報伝達手段の構築

体験型防災学習 （小野市）

兵庫県

加古川杉原川

思出川

篠山川

東条川

加古川

野間川

油谷川

大谷川

万勝寺川
美嚢川

淡河川

千歳川

曇川

水田川

堤防整備
河道掘削

堰改築
堤防整備

河道掘削

橋梁改築

堰改築

河道掘削

護岸整備

堤防整備、河道掘削

護岸整備

河道掘削

橋梁改築

堰改築

堤防整備堤防整備

河道掘削

堤防整備

橋梁改築

河道掘削

護岸整備

河道掘削、護岸整備

橋梁改築、堰改築

橋梁改築、堰改築堤防整備

河道掘削

護岸整備

堤防整備、河道掘削

護岸整備、堰改築

河道掘削、護岸整備

河道掘削、護岸整備

河道掘削

別府川

たか

多可町

たんばささやま

丹波篠山市

にしわき

西脇市

かさい

加西市

おの

小野市
みき

三木市
こうべ

神戸市

いなみ

稲美町

たかさご

高砂市

たんば

丹波市

さんだ

三田市

かとう

加東市

万願寺川

堰改築
美嚢川

森林の整備及び保全

地域と連携した

防災訓練の実施

AI等を活用した防災情報の構築

（スマートシティの取組）

地域防災リーダー育成の取組実施

更なるため池、水田、校庭等
の雨水貯留浸透機能の確保

かこがわし

加古川市

指定耐水

施設等の

建物の耐

水化促進 はりまちょう

播磨町 地域と連携した防災訓練の実施

ため池、水田、校庭等の雨水

貯留浸透施設等の整備

まちづくりと連携した水害リ

スクの低い地域への居住誘導

地域と連携した

防災訓練の実施

みくまりダム

八幡谷ダム

鍔市ダム佐仲ダム

藤岡ダム

大川瀬ダム
鴨川ダム

呑吐ダム

森林の整備・保全
（流域内各地）

森林の整備及び保全

マイ・タイムライン・マイ

避難カードの作成促進

ため池、水田、校庭等の雨水

貯留浸透施設等の整備

地域防災リーダー育成の取組実施

砂防・治山対
策

（流域内各地）

堰改築

防潮堤等の嵩上げ

糀屋ダム

兵庫県

加古川

位置図

対象区域

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・ハザードマップの高度化・ハザードマップサイトのリニューアル等による普及の推進
（水害リスク空白域の解消等）

 ・水害リスクマップの拡充（内外水一体型リスクマップの作成促進）

 ・「局地的豪雨探知システム」の利用推進とゲリラ豪雨対策の推進

・ﾏｲ・ﾀｲﾑﾗｲﾝ、ﾏｲ避難カード、マイ防災ﾏｯﾌﾟ等の作成、普及の促進
・地域と連携した防災訓練・防災教育の実施
（要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び計画に基づく訓練の実施 等）
・携帯アプリ等を活用したプッシュ型配信
・市町への水位予測情報の発信
・水位計・監視カメラ、ワンコイン浸水センサの整備・情報提供
・河川に隣接する道路構造物の流出防止対策
・兵庫県住宅再建共済制度(ﾌｪﾆｯｸｽ共済)の加入促進 等

■被害対象を減少させるための対策
 ・特定都市河川指定及び流域水害対策計画に基づく土地利用や住まい方の工夫検討
 ・法指定による浸水被害防止区域の指定検討

・AI等を活用した防災情報の構築（スマートシティの取組）
・まちづくりと連携した水害リスクの低い地域への居住誘導
（都市の防災に関する機能を確保する防災指針が記載された立地適正化計画策定等）
・建物等の耐水機能の確保・維持 等

（敷地嵩上げ、電気設備の高所配置等）

更なる貯留施設の検討

橋梁改築

赤字黄色ハッチ：気候変動後に想定される水

害リスクに対する追加対策案

※流域治水プロジェクト2.0で新たに追加した

対策については、今後河川整備計画変更の過

程でより具体的な対策内容を検討する

既存ダムの有効活用に向

けた検討

河道掘削土砂の養浜

への有効活用

R5 R6 R7 R8 R9～ 備考

特定都市河川
の指定
・

流域⽔害対策
計画の策定

国
県

関係市町
等

⼯程
流域
関係者

対策区分

指
定合意形成

計画検討
計画策定
浸⽔被害
対策の
実施

※今後、関係者と合意形成を図り指定河川・流域を具体化していく。

特定都市河川指定の工程等は、関係者との調整等により変更することがある。

特定都市河川・流域水害対策計画策定のロードマップ

「局地的豪雨探知システム」

の利用推進とゲリラ豪雨対策の推進

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・更なる河道掘削、堤防整備、護岸整備、堰改築、橋梁改築

 ・更なる貯留施設の検討
 ・既存ダムの有効活用に向けた検討

・排水機場等の遠隔監視・操作化、自動化
・更なる下水道（雨水幹線、排水ポンプ場）、排水機場の整備・運用

 ・更なるため池、「田んぼダム」、雨水貯留浸透施設等の整備
・利水ダム等（11ダム）における事前放流等の体制構築、実施

（関係者：国、兵庫県、小野市、加東市、丹波篠山市）
・森林の整備及び保全（災害に強い森づくり(県民緑税)等）
・砂防堰堤・治山ダムの整備 ・防潮堤等の嵩上げ
・開発行為に伴う調整池の設置（法指定により更なる規制の検討）

 ・貯留機能保全区域指定の検討 等

凡 例

河道掘削

堤防警備

事前放流対象ダム

大臣管理区間

対象区域

リスクマップ凡例
(現況・浸水深50cm以上)
想定される浸水範囲

○令和元年東日本台風では各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ加古川水系では以下の取り組みを一層推進していくものとし、更に国管理区間においては気候変動(２℃上昇時)を考慮した戦後最大の
 被害をもたらした平成16年台風23号洪水が流下する場合においても現行の治水安全度を確保し、洪水による災害の発生又は軽減を図る。
○加古川水系では約6,000箇所以上ある｢ため池｣の治水活用や利水ダム等(11ダム)の活用により洪水の流出抑制を図るとともに、気候変動の影響に伴う降雨量や洪水発生頻度の変化という新たな課題や流域の土地利

用の変遷に伴う保水･遊水地域の減少等を踏まえ、将来に渡って安全な流域を実現するため特定都市河川浸水被害対策法の適用を検討し、更なる治水対策を推進する。

雨水幹線

整備

権現ダム

法華山谷川

河道拡幅 他

善念川

河道掘削
橋梁改築他

防災拠点整備

6



河道掘削、堤防整備、護岸整備 洪水の氾濫を防ぐための対策

○加古川河口部や中流部、支川などで洪水時の水位を下げるために、河道掘削を実施
○洪水の流水を安全に流すために必要となる堤防の整備を実施

加古川中流部における河道掘削加古川中流部における堤防整備
5ヶ年加速化対策により、加東市滝野地区において浸⽔被害の
早期軽減を図るための堤防整備を実施。令和7年度完成を⽬指す。
（取組事例：姫路河川国道事務所）

・加古川滝野地区 築堤

加古川

滝野⼤橋

R4.9

施⼯中

計画断⾯

福地地区

施⼯前

向上を図る河道掘削を実施
（取組事例：兵庫県）

福地地区

施⼯後

7



ため池・田んぼダム、雨水貯留浸透施設の整備
流域の貯留機能を向上させるための対策

○ため池や水田などの既存の農業用施設を活用した治水対策に取り組む
○兵庫県及び関係市町が連携し、堰板の配布や普及啓発を行い、田んぼダムによる雨水の流出抑制に取り組む

ため池の治⽔活⽤ ⽥んぼダム
事前に⽔位を下げ治⽔活⽤容量を確保し、
⾬⽔流出による被害低減に取り組む。

⽔⽥を許容湛⽔とし⾬⽔の流出の
抑制を図り、⾬⽔流出による被害
軽減をはかる。

＜ため池の⽔位調整＞
台⾵前などに事前放流
を実施。
（取組事例：加東市）

＜⽥んぼダムの整備＞
堰板の設置
（取組事例：加東市）

せき板設置

＜ため池事前放流設備の整備＞
事前に⽔位を下げることが可能となる切り⽋きなどを整備し、
洪⽔発⽣を抑制。市内ため池１6 10⽉）
を実施。
（取組事例：⾼砂市内のため池管理者）期間放流の状況（⼤⽇池） 期間放流の状況（惣⽑池）

8



内外水一体型の水害リスクマップについて

○洪水予報河川や水位周知河川のみならず、その他河川や下水道等からの氾濫を明らかとすることで、水害リスク
情報の空白地の解消が重要。

○現在管理者別に作成・提供されている浸水ハザード情報図について、洪水予報河川や水位周知河川の氾濫、そ
の他河川の氾濫（外水氾濫）、下水道等からの氾濫（内水氾濫）を重ね合わせて表示。

洪水予報河川や
水位周知河川の
浸水想定区域図

その他河川の
浸水想定区域図

下水道等からの氾濫の
浸水想定区域図

内外水一体型の水害リスクマップ

内外水一体型の水害リスクマップ（概念図）

内外水一体型の水害リスクマップ作成

9



特定都市河川指定から対策実施までの流れ

○特定都市河川・流域では、河川整備の加速化とともに雨水の流出抑制や水害リスクを踏まえたまちづくり・住まい方
の工夫等の対策を推進。

○そのために、①３つの要件を満たす河川を特定都市河川として指定後、②流域の関係者で構成する「流域水害対策
協議会」を設置し、③浸水被害防止の対策等をまとめた「流域水害対策計画」を策定。

②
流
域
水
害
対
策
協
議
会

設
置

③
流
域
水
害
対
策
計
画

策
定

■特定都市河川指定から対策実施までの流れ

①
特
定
都
市
河
川

指
定

【河川整備】
・河道掘削
・遊水地の整備
・排水機場の整備
・輪中堤の整備

【下水道整備】

【流出抑制対策】
・雨水浸透阻害行為の許可
・雨水貯留浸透施設の整備
・田んぼダムの取組
・ため池の活用

【保全調整池の指定】

【浸水被害防止区域の指定】

【貯留機能保全区域の指定】

など

要件１ 都市部を流れる河川

要件２ 著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれ

要件３ 河道又は洪水調節ダムの整備による浸水被
害の防止が市街化の進展又は当該河川が接
続する河川の状況若しくは当該都市部を流
れる河川の周辺の地形その他の自然的条件
の特殊性により困難

以下の要件１～３のすべてに該当

特定都市河川の指定要件

※

都
道
府
県
は
任
意

※

浸水被害防止の対策

10



貯留機能保全区域
の指定

下⽔道の整備

排⽔ポンプの
運転調整

保全調整池
の指定

移転等の促進
（治⽔とまちづくりの連携）

⾬⽔貯留浸透施設
の整備（校庭貯留）

⾬⽔浸透阻害
⾏為の許可等

他の地⽅公共団体の負担
宅地内の排⽔設備に
貯留浸透機能を付加

浸⽔被害防⽌区域
の指定

河川の整備

河川管理者による
⾬⽔貯留浸透施設

の整備

⾬⽔貯留浸透施設
の整備（公園貯留）

⾬⽔貯留浸透施設
の整備

都市計画法の
開発の原則禁⽌

建築の許可

特定都市河川浸水被害対策法の概要（流域治水関連法の中核）

○浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画（河川管理者、下水道管理者、都道府県知事、市町
村長が共同）の策定、河川管理者等による施設整備の加速化、地方公共団体や民間事業者等による雨水貯留浸
透施設の整備、雨水の流出を抑制するための規制、水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり等、流域一体と
なった浸水被害の防止のための対策を推進

11



15年の
加古川中流域における県の取組み

令和６年１０⽉３１⽇

12

資料 ２－２(県)



Hyogo Prefecture

主な取組み内容

（１）中流域ブロック（河床掘削等）・・・・・・・・・・・・・・

（２）中流域ブロック（護岸整備等）・・・・・・・・・・・・・・

河川下⽔道対策

流域対策

減災対策

東播磨 北播磨 丹波(加古川流域圏)
位置図

下流域ブロック

中流域ブロック

丹波篠山市
丹波篠山市役所

上流域ブロック

（１）ため池・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）⽥んぼダム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（３）治⽔活⽤に関する啓発・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（４）森林の整備及び保全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（５）校庭貯留・公園内⾬⽔貯留・・・・・・・・・・・・・・・・

（６）ダム事前放流・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）浸⽔による被害の発⽣に係わる情報の伝達・・・・・・・・・

（３）浸⽔による被害の軽減に関する学習・・・・・・・・・・・・

（４）浸⽔による被害からの早期の⽣活の再建・・・・・・・・・・

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

13



Hyogo Prefecture

緯度橋

津万橋

畑谷川

福
地
川

中郷橋

日本へそ公園

日本へそ公園駅

比延駅
西脇病院

①

②

③

④

事業区間
西脇工区 延長3.1km

比延谷川

昭和58年
洪水対応

平成16年
台風第23号対応

加
古
川

出典：地理院地図

鹿野大橋

①中郷橋上流 ②緯度橋上流右岸

凡 例

：H16.10台風23号の浸水範囲

：H23.09台風12号の浸水範囲

凡 例
：H30（2018）以前
：R１（2019）～R5（2023）
：R6（2024）以降
：河川整備計画において

計画的に整備を進める区間

河川下⽔道対策
（１）中流域ブロック（河床掘削等）

加古川（西脇市）兵庫県 完成区間

残事業区間

R15R14R13R12R11R10R9R8R7R6R5R4R3R2R1H30
H29
まで

種別

掘削

調査検討

用地

⼯程表
：実施・計画

※令和5年度事業評価 加古川⽔系加古川中流圏域( )

③鹿野大橋上流左岸 ④緯度橋上流左岸

○「加古川水系加古川中流圏域河川整備計画」に基づき、加古川本川の国交省管理区間上流端から畑谷

川合流点までの区間では、平成16年10月洪水（台風第23号、計画規模1／20）と同程度の洪水、

畑谷川合流点より上流の区間では、昭和58年9月洪水（秋雨前線及び台風第10号、計画規模1／

14）と同程度の洪水を安全に流下させることを目標に、河床掘削等による整備を進めている。

中流域
ブロック

事業箇所

01
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Hyogo Prefecture

河川下⽔道対策
（２）中流域ブロック（護岸整備等）

小田井堰

誉田橋

小野工区 延長8.9km

④

国管理区間

③

県管理区間
②

六ヶ井堰

①

東条川（小野市）兵庫県

凡 例

：S58.09台風10号の浸水範囲

：H16.10台風23号の浸水範囲

⼯程表

完成区間

残事業区間

④井堰改築（小田井堰）

①誉田橋下流

：H30（2018）以前

：R１（2019）～R5（2023）

：R6（2024）以降

：河川整備計画において
計画的に整備を進める区間

凡 例

③誉田橋（下流から上流を望む）

②誉田橋下流

R15R14R13R12R11R10R9R8R7R6R5R4R3R2H31
(R1)

H30H29H28H27H26H25迄種別

⽤地
補償

掘削

築堤

護岸

橋梁

井堰

：実施・計画

※令和5年度事業評価 加古川⽔系中流圏域(加古川⽔系東条川〔⼩野⼯区〕)

中流域
ブロック

事業箇所

○「加古川水系加古川中流圏域河川整備計画」に基づき、加古川本川の国交省管理区間に接続する

東条川では、加古川本川の計画と同じ平成16年10月洪水（台風第23号、計画規模1／20）と

同程度の洪水を安全に流下させることを目標とし、整備を進めている。

○現在は、ボトルネック箇所である誉田橋周辺の整備を進めている。

東条川

02
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Hyogo Prefecture

流域対策
（１）ため池

県の事例（中流域）

03
○洪水吐や取水施設を活用した取り組みを令和5年度までに１６９箇所で実施している。今後も施設管理者と協議し、継続していく。

○⽔利施設管理強化事業（特別型）
・大雨時の雨水の流入に備え、これまでの「ため池治水活用拡大促進事業」と同様に出水期〔６月～10 月〕のうち少なくとも1 ヶ月以

上）を定めてため池の水位を常時下げておくため池管理者の取組に対し、施設の操作・点検等を円滑に実施するための費用を国、県並び

に市町が支援する事業

・治水活用の推進にかかる研修会の費用等についても助成対象

※事業を行うには、兵庫県総合治水条例に基づく『指定雨水貯留浸透施設』もしくは『指定貯水施設』に指定することが要件となる。

【例】期間放流（９月から10 月で実施する場合）のため池治水活用の取組イメージ
①新たに設置する放流施設や、②既存の施設を活用し、
翌年の営農に支障のない範囲で期間を定めて水位を下げ、雨水貯留(治水)容量を確保

16



Hyogo Prefecture

流域対策
（２）⽥んぼダム

集落毎の意⾒交換等を踏まえ、営農者等の理解と
協⼒を得た上で取り組んでいる。

⽥んぼダムとは
⽥んぼダムは、⽔⽥が有する貯⽔機能を利⽤した取組であり、
⼤⾬の際、⼀時的に⾬⽔を貯留することにより下流への⽔量
を調整し、下流域の浸⽔被害の軽減を図る⼿法

【⽥んぼダム⽤せき板の使い⽅】

⽥んぼダムを実施すると・・・
⽥んぼ10枚（1枚1,000m²）で
25mプール約2.8杯分溜まります。
（幅12m 25m、深さ1.2mの場合）

せき板の上に⽥んぼダム⽤
せき板をのせる

上流で実施することで、
下流域の被害がさらに軽減できます！

切欠から排水 一次的に水位が上がり、
せき板を越流し排水

04
○令和５年度までに2,890haの水田を対象にせき板の配布を完了しており、その機能維持を図る。

○地域内のほ場整備済み区域面積は、約19,500haであり、さらに取り組みを推進し地域の安全度を高める取り組みを継続していく。

17



Hyogo Prefecture

流域対策
（３）治⽔活⽤に関する啓発（ため池）

県の事例

ため池マニュアルや解説動画を作成し、毎年更新

県の事例

「ため池の保全に関する様々な情報提供を行うため
「ひょうごため池だより」を定期的に発刊

ひょうごため池だより（令和6年6月）

・「第６章ナガエツルノゲイトウについて」を追加

【令和６年度版の主な内容】

ため池管理マニュアル（令和6年度）

05
○ため池管理者にため池の保全の必要性や流出抑制効果などについて、十分な周知を図り、ため池の治水活用への取り組みを推進する。

ため池管理マニュアル解説動画（令和6年度版） 18



Hyogo Prefecture

企業の森づくり活動地が「自然共生サイト」に認定

株）サントリーホールディングスで

は、高砂工場の水源かん養エリアにあた

る西脇市黒田庄町字門柳の人工林及び里

山林において、平成22年から新人社員等

を対象とする里山整備体験研修を実施し

ている。

これらの取組みが認められ、「天然水

の森 ひょうご西脇門柳山」は、令和５年

10月に「自然共生サイト」として環境省

から認定された。

（４）森林の整備及び保全（県の取り組み）
06

新ひょうごの森づくり（第３期対策：令和４年度～13年度）

“森林は県民共通の財産である”との理解のもと、「公的関与による森林管理の徹底」・「多様な担い手による森づく
り活動の推進」を基本方針に、経済林としての再生を進めるとともに、森林の公益的機能の高度発揮を図ることを目指
し、森林を「県民総参加」で守り、育て、活かし、広げる取組を「新ひょうごの森づくり・第3期対策」として進める。

○森林管理により、土砂流出の抑制や斜面崩壊防止の抑制を図る。

・公的関与による森林管理の徹底
１．森林管理100％作戦

間伐が必要な60年⽣以下のスギ・ヒノキ林について、市町と連携
して間伐実施率100％を⽬指し、森林の持つ多⾯的機能の⾼度発揮に
努める。

・多様な担い⼿による森づくり活動の推進

２．⾥⼭林の再⽣
環境保全はもとより、レクリエーション、景観、森林学習体験とい

った⽂化機能を重視した森として⾥⼭林の整備を⾏っている。

２．「企業の森づくり」の推進
社会貢献活動の⼀環やSDGsの⽬標達成などを⽬的として、森林所

有者に代わって森林を保全・整備する「企業の森づくり」活動を⽀援
するため、活動計画の策定⽀援、安全対策等の研修を実施している。

１．森林ボランティアの育成
森林の⼤切さや保全の必要性を理解してもらうため、森林ボランテ

ィア講座の開催や、森林ボランティア団体の活動⽀援などを⾏ってい
る。

流域対策

低コストで効率的な作業システムの構築
（北播磨資源循環型林業フォローアップ事業）

地域の主要樹種であるヒノキ林の素

材生産性の向上を目指し、新技術の導

入を進めている。

令和４年度は、集材作業で使用する

従来のワイヤーロープ＋油圧ウインチ

と大幅に軽量化された繊維ロープ＋電

動ウインチの比較検証に取り組み、作

業効率化や負担軽減等の効果が確認で

きた。

繊維ロープと電動ウインチを
使⽤した集材の検証（多可町）

⾥⼭整備体験 ⾏      社員
（⻄脇市）

19



Hyogo Prefecture

流域対策
（４）森林の整備及び保全（県の取り組み）

07
○森林管理により、土砂流出の抑制や斜面崩壊防止の抑制を図る。

災害に強い森づくり（第4期対策：令和3～7年度まで）

む仕組みとして平成18
くり」を⾏っている。
【事業内容】
１．緊急防災林整備（斜⾯対策）：危険斜⾯の表⾯侵⾷防⽌機能を強化

緊急防災林整備（渓流対策）：危険渓流沿いの森林の防災機能を強化
２．⾥⼭防災林整備：⼈家裏⼭での防災機能を強化
３．針葉樹林と広葉樹林の混交整備：気象災害や⼟砂災害防⽌機能を強化
４．野⽣動物共⽣林整備：⼈と野⽣動物がすみ分けできる森林を育成

６．（都市⼭防災林整備：六甲⼭系の防災機能を強化）

１．緊急防災林整備（渓流対策）
渓流沿いの森林整備とともに簡易な防

災設備を設置し、林地を保全

３．針広混交林整備
針葉樹をパッチワーク状に伐採し、根張りがよく

防災機能を⾼める広葉樹を植栽

４．野⽣動物共⽣林整備
農地や集落と接する林縁部を伐採し、野⽣動物
の隠れ場所をなくすことで、獣害等を予防

（加西市三口町）

２．⾥⼭防災林整備
⼈家裏⼭での間伐による防災機能の強化

（多可町八千代区大和）
20



Hyogo Prefecture

流域対策
（５）校庭貯留・公園内⾬⽔貯留

排⽔路、オリフィス桝、
洪⽔吐、放流管などの整備
により貯留容量を確保。
約580m3の確保
（25ｍプールで約1.5杯分）

【 】

【兵庫県：兵庫県⽴播磨中央公園】

⼤⾬が降ると…
こんな感じ

留施設を整備（平成29年3⽉完成）
施設整備により、降った⼤⾬が⼀
度に流れ出ることを抑制し、少し
づつ流すことで下流への負担を軽
減する。

⽔深（cm）と
貯留量（m3）の
関係がわかるよう
にしている。

08
○令和5年度までに県立高等学校で排水路、オリフィス桝など校庭貯留の整備、県立都市公園や総合庁舎では雨水タンクの設置などの

雨水貯留の整備を行っている。

○今後も、学校、都市公園などの施設で貯留施設を整備し、雨水の流出抑制効果を高める取り組みを継続していく。

兵庫県⽴播磨中央公
で⾬⽔貯留タンクを設置
・屋根に降った⾬⽔を貯留タンクに貯留する取り
組みで、個々の施設は⼩さいが、地域で取り組め
ば⾬⽔の流出抑制効果を⾼める機能を発揮する。
・貯留した⾬⽔を、樹⽊への散⽔や庭への打ち⽔
などに利⽤することで、⾬⽔の有効活⽤を図り、
良好な⽔循環型社会を創出するものである。

【 】

21



Hyogo Prefecture

09

治水活用容量確保のイ
メージ（利水ダム）

流域対策（参考）
（６）ダム事前放流

○県管理の多目的ダムのみくまりダム、農業用ダムの鍔市ダム、藤岡ダム、八幡谷ダム、佐仲ダム、工業用水道専用ダムの権現第一ダ

ム・権現第三ダムについては、既存ダムの洪水調節機能強化を推進するため、国、兵庫県、各市等の９機関による「加古川水系治水協

定」を令和2年5月に締結し、事前放流を実施している。今後も事前放流を実施することで、下流域の被害の防止・軽減を図る。

位置図

みくまりダム

権現ダム

治水活用容量確保のイ
メージ（多目的ダム）
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Hyogo Prefecture

減災対策 10
兵庫県では、県が管理する全ての河川について、想定し得る最⼤規模の降⾬〔想定最⼤規模降⾬〕による洪⽔浸⽔想定区域図等を作成して

※想定最⼤規模降⾬及び計画規模降⾬による洪⽔浸⽔想定区域図については、兵庫県CGハザードマップに掲載し公表している。

想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図

【公表している洪⽔浸⽔想定区域等】
内容と目的想定規模区域図

〔内容〕浸水範囲と浸水深さ
〔目的〕県民の主体的避難や市町防災計画の策定等支援

想定最大規模降雨
(1/1000年確率規模以上)

①洪水浸水想定区域

〔内容〕浸水深0.5m以上が継続する時間
〔目的〕避難方法(垂直or水平)の選択等

②浸水継続時間

〔内容〕氾濫流又は河岸侵食により家屋等の流出・倒壊のおそれがある範囲
〔目的〕水平避難の必要性の判断等

③家屋倒壊等氾濫想定区域

洪水浸水想定区域（加古川中流圏域） 浸水想定区域確認ガイド 23



Hyogo Prefecture

減災対策
（２）浸⽔による被害の発⽣に係わる情報の伝達
・CGハザードマップ（各種浸⽔想定区域や河川⽔位等のリアルタイム情報や
河川のライブ映像、防災学習等の情報の発信）

・ひょうご防災ネット（緊急情報や、地震、津波、気象情報などの防災に関す
る様々な情報の提供）

CGハザードマップ

ひょうご防災ネット

令和5年10月リニューアル

11
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Hyogo Prefecture

減災対策
（３）浸⽔による被害の軽減に関する学習
・ひょうご防災リーダー養成講座（地域防災の担い⼿となるリーダーの育成）
・⾃主防災⼒パワーアップ講座（防災減災活動に興味を持たれる⽅を対象にした講座）

12

自主防災力パワーアップ講座ひょうご防災リーダー育成講座 25



Hyogo Prefecture

減災対策

フェニックス共済の加入促進

令和6年3月末
地域

加入率加入戸数

11.4 25,656 東播磨

13.6 11,050 北播磨

13.2 4,437 丹波

12.1 41,143 地域全体

9.4 166,892 県内全体

13
（４）浸⽔による被害からの早期の⽣活の再建（３）浸⽔による被害の軽減に関する学習

・マイ避難カードの作成⽀援

マイ避難カード作成支援チラシ

・フェニックス共済の加⼊促進

26



小野市が取り組む流域対策【小野市】MIZBE（ミズベ）ステーションの整備

拠点イメージ図

【 概 要 】 現在、加古川で大規模な堤防決壊が起こった場合は下流域の「加古川河川防災ステーション」
を拠点として物資輸送等の災害復旧活動を行うが、中流域にはこのような施設がなく、大規模な
堤防決壊時に必要となる資機材等の整備、緊急復旧活動など迅速な対応を図るための拠点を
整備する。
一方、災害時以外の平常時には当施設を賑わい創出の拠点とするため、「大部・河合地区かわ
まちづくり事業」を推進することで、「災害時の初動施設としての機能のほか、平常時の賑わい創
出の拠点としての一面を持つ新たな河川防災ステーション」＝「MIZBEステーション」としての整備
を国と共同で進めている。

【整備内容】 防災公園､交流施設､ヘリポート､備蓄資材置場､作業ヤード等
【整備規模】 約7,700㎡
【計画期間】 R5 詳細設計・用地買収、R6～R7 造成工事、R8 建物整備

河川内の賑わいづくり：カヌー川下り体験水防訓練イメージ 備蓄資材操作訓練イメージ

27

資料 ２－２(小野市)



三⽊市が取り組む減災対策①
施策名︓三⽊市総合防災訓練

三⽊市⾃主防災組織育成研修会

〈主な内容〉
兵庫県が全県展開する「マイ避難カード」を作成するた

め、三⽊市内でモデル地区を定め、カード作成を実施した。
令和2年11⽉3⽇、モデル地区の⾃治会役員等7名ととも

に「まち歩き」を実施し、「マイ避難カード」を作成した。
今後も引き続き、⾃主防災組織単位での「マイ避難カー
ド」作成を推進します。

〈主な内容〉
三⽊市総合防災訓練は、毎年9⽉に市⺠や関係団体等を対

象とし体験を取り⼊れた内容で開催している。また、同⽇
に隣接会場で開催される「防災フェスティバル」と合わせ
た参加者は2000名を超えます。三⽊市⾃主防災組織育成研
修会は、毎年1⽉に主に⾃主防災組織の役員や⺠⽣委員・児
童委員等約500名が集い、防災に関するより幅広い知識の
習得や⾃主防災活動におけるリーダー育成を⽬的として開
催しています。

施策名︓マイ避難カード作成⽀援事業

28

資料 ２－２(三木市)



三⽊市が取り組む減災対策②

〈主な内容〉
○令和2年11⽉、⽇産⾃動⾞株式会社、兵庫⽇産⾃動⾞株式会社、⽇産プリンス兵庫販売株式会社及び三⽊市ゴルフ協会の5者による

「電気⾃動⾞を活⽤したまちづくりに関する連携協定」を締結
○令和4年3⽉、三菱⾃動⾞⼯業株式会社、兵庫三菱⾃動⾞販売株式会社と「災害時における電動⾞両等の⽀援に関する協定」を締結
○令和5年1⽉、トヨタ⾃動⾞グループ7社と「災害時における電動⾞両等の⽀援に関する協定」を締結
上記協定により災害時に電気⾃動⾞やプラグインハイブリッド⾞等を活⽤した防災⼒の向上やゴルフ場に設置されているEV充電器を活

⽤した避難所運営の構築、環境負荷への対応に加え、観光分野との連携など複数の分野で、SDGsの達成に向けた持続可能な社会の構築に
取り組みます。

施策名︓電気⾃動⾞等を活⽤したまちづくりに関する連携協定
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資料 ２－２(加西市)
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資料 ２－２(加東市)
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資料 ２－２(西脇市)
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多可町⾬⽔計画

全体計画

安坂排⽔区での浸⽔エリア
模式図

平時の写真 ⼤⾬時の写真
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資料 ２－２(多可町)



浸⽔箇所；森本集落

ため池；安坂、糀屋集落

取⽔ゲート；曽我井集落

関係する流域内の集落に配布した資料
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